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参照：厚生労働省ＨＰ：はじめての雇用調整助成金（5月22日掲載）
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参照：厚生労働省ＨＰ：はじめての雇用調整助成金（5月22日掲載）



3

◆小規模事業主の支給申請

雇用調整助成金の通常の手続きは2段階で書類を提出する必要
がありました。緊急対応期間には、計画届と支給申請書の同時提
出が認められました。
更に令和2年5月19日から計画届の提出が不要になり、計画届時
に提出する書類は支給申請に添付して提出することになりました。

※全ての事業主は、計画届の提出が不要になりました。
※小規模事業主は、休業の労使協定の提出も不要になりました。
※小規模事業主は、雇用条件書等の提出も不要になりました。

参照：厚生労働省ＨＰ： 雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）６月１２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ６月１５日追加版



参照：厚生労働省ＨＰ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

◎従前の申請様式から、小規模事業主の申請様
式は見直し後簡素化され、更に拡充されました

◇申請手続き
●小規模事業主の方は令和2年6月12日発表の「雇用調整助成金
の様式ダウンロード（緊急特例期間用）（令和2年6月12日）
【小規模事業主用】」をご覧ください。
・雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業） （6月12日現在版）
・雇用調整助成金支給申請マニュアル（訓練）（6月12日現在版）
・緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル（6月12日現在版）
を参照してください

・手続きの詳しいご案内は雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）（6月
12日現在版）をご覧ください。

・よくあるお問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ（6月15日
追加版）」[PDF形式:462KB]を作成しましたので、ぜひご覧ください。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000631541.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000631542.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000631543.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000633345.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
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◎雇用保険被保険者は雇用調整助成金を申請
労災保険被保険者は緊急雇用安定助成金を！

※雇用調整助成金の支給対
象者は、雇用保険被保険者
番号をお持ちの方です。
雇用保険に加入対象者は、
①31日以上の雇用見込があ
る人
②1週間の労働時間が20時
間以上の労働者です。

※緊急雇用安定助成金の支給
対象者は雇用保険被保険者で
は無く、労災保険加入者です。

常勤、パート、アルバイト、派遣
等の名称や雇用形態にかかわ
らず、労働者を1人でも雇ってい

る事業場は加入義務がありま
す。

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル」「緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル」



書類名 備考

① 様式小第3号 支給要件確認申立書

② 様式小第1号 （休業等）支給申請書

③ 様式小第２号 休業実績一覧表 締日毎
1ヶ月毎作成

④ 比較した月の売上がわかる書類 売上簿等※休業
した月と1年前
の同じ月の2月分

⑤ 休業させた日や時間がわかる書
類

タイムカード、出勤
簿、シフト表等

⑥ 休業手当や賃金の額がわかる書
類

給与明細の写しや
控え、賃金台帳

⑦ （役員がいる場合）役員名簿

※ 振込間違いを防ぐため、通帳のコピー（口座番号やフリ
ガナの確認できる部分）を添付してください（2回目以降
は提出不要です）
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◎小規模事業主の支給申請に必要な書類（休業）

作成順序

1

2

3

最
後
に

雇用調整助成金支給申請マニュアル～休業編～
[PDF:520KB]（6月12日現在版）
雇用調整助成金を申請する際には、申請マニュアルを参考にしな
がら、提出書類の作成を進めてください。作成順は上記順序です。
なお、緊急雇用安定助成金の申請は③様式小第2号 休業実績一
覧表に雇用保険被保険者番号を記入する欄が有るか、無いかの違
いがあります。他の書式は同じとなっています。

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業）」令和２年６月12日現在

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631528.pdf
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令和2年5月6日（水）報道発表：雇用調整助成金
の申請手続きが更なる簡素化されました。

雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとと
もに、迅速な支給につなげます。

＜助成額の算定方法の簡略化＞
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏

まえ、以下の簡略化を図ることとします。
１．小規模の事業主（概ね従業員20人以下）については、「実際の

休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」＝「助成額」とします。
２．小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する

際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納
付書を用いて１人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人
員」の数を活用し、1人当たり平均賃金（「支給額」÷「人員」）を算出
します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の１か月をもとに算定で

きることとします。
【参考：現行の「平均賃金額」の算定方法】

平均賃金額 ＝ Ａ÷Ｂ÷Ｃ

Ａ：労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
Ｂ：前年度における「月平均被保険者数」
Ｃ：前年度における「年間所定労働日数」（１人当たり）

※通常では、Ａは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料
算定基礎額」、Ｂは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用
いることとしています。

小規模事業主（概ね従業員が２０人以下）については、従業員に支払
った休業手当の金額を１００％助成額します。ただし、判定期間末日
までに解雇等を行った場合は８０％の助成額です。
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令和2年6月12日（金）第2次補正予算が成立
助成額の上限額引上げ、助成率を拡充しました

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」令和２年６月12日掲載
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令和２年６月１２日改正後は解雇がなければ
助成率は１００％、解雇があれば８０％になりました

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業）」令和２年６月12日現在
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◎支給申請の作成順序（ 様式特第2号）1

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業）」令和２年６月12日現在



③欄 1日休業した日数（日）Ｘ1は、

通常勤務の場合の労働日数－実際に勤務した労働日数 です

④欄 1日のうち一部休業した時間数（時間）ａ1は、

通常勤務の場合の労働時間数－実際に勤務した時間数 です

⑤欄 判定期間の休業手当の額（円）Ａ1は、

支払った給与明細支給額（＝当月の給与明細）
－実際に勤務した労働から計算した金額 です

（＝当月の出勤簿・タイムカードから計算した金額）
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◎ 様式特第2号 休業実績一覧表の作成ポイント

Ｘ ａ Ａ

左の給与明細により
給与を支給➡(100%)
実際に勤務した日数
は５日の場合：
205,000円÷20日＝

10,250円
実際に勤務した金額
10,250円×5日＝

51,250円

1日休業した日数（日）Ｘ1は

20日－5日＝１５日
となります。

判定期間の休業手当の額（円）Ａ1は

205,000円－51,250円＝１５３，７５０円
となります。

1

Ｘ1 ａ1 Ａ1

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル・書式（休業）」令和２年６月12日現在



書類名 備考

⑤ 休業させた日や時間がわかる書類 タイムカード、出勤
簿、シフト表等

⑥ 休業手当や賃金の額がわかる書
類

給与明細の写しや
控え、賃金台帳 12

◎ 様式特第2号 休業実績一覧表の作成ポイント
休業手当支払い率が80％のときはどうなるか？

前頁の給与明細に
の80％の休業手当
を支給した場合
205,000円÷20日＝

10,250円
休業手当の金額
10,250円×0.8＝1日
の休業手当:8,200円
8,200円×15日＝

123,000円

1

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル・書式（休業）」令和２年６月12日現在
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◎ 様式特第2号 休業実績一覧表の作成ポイント
パート社員（週20H雇用保険被保険者）の計算

パート社員
普段は、毎月15日、
90時間働いています

時給：950円、１日の
勤務時間：6時間の
人に80％の休業手
当を支給した場合
85,500円÷90時間＝

950円
休業手当の金額
950円×0.8＝1時間
の休業手当:760円
760円×60時間＝

45,600円

1

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル・書式（休業）」令和２年６月12日現在
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◎支給申請の作成順序（ 様式特第1号）2

休業手当の支払い率：80％

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業）」令和２年６月12日現在
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◎支給申請書は休業実績一覧表を作成すれば
黄色の部分は自動計算して記入されます

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請書式（休業）」令和２年６月12日現在
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◎支給申請の作成順序（ 様式特第3号）3

必ず「はい」
を選択

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業）」令和２年６月12日現在
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小規模事業主の支給申請に必要な書類（休業）に
必要な書類は７種類です

次頁参照

給与明細・タイムカード（出勤簿）と休業実績一覧表との矛盾を無くす

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業）」令和２年６月12日現在
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□比較した月の売上な
どがわかる書類について

「雇用調整助成金の生産指標が
比較しやすくなりました！」
のリーフレットが令和２年6月12
日に掲載されました。
具体的には休業した月が、Ⓐ令
和2年の5月の場合、
①5月②4月③3月のいずれかの
売上高と
㋑令和元年5月または、㋺平成
30年5月㋩令和元年4月～令和2
年4月のいづれかの1か月の生
産指標を比較-Ⓐが5％以上減
少していれば要件を満たします

参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました」R2.6.12掲載（R2.6.13一部修正）
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参照：厚生労働省ＨＰ：「雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業）」令和２年６月12日現在
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参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版） 雇用調整助成金ＦＡＱ

立入検査への協力のお願い

不正受給が判明し
た場合➡➡➡➡➡

労働局・ハローワークは、
２～３年後に立入検査に
来ることがあります。
立入検査の際、まず調べ
る書類は、「法定三帳簿」
です。法定三帳簿とは
1.労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿（タイムカード）
保存期間は最後の記入
をした日から３年間です。
ですから、立入検査は３
年以内に来る場合が殆ど
のようです。

今回提出した
「受給に必要な書類」は、

ａ 整備し、
ｃ 保管して労働局等か

ら提出を求められた場合
にそれに応じ速やかに提
出できるようにしましょう。
労働局等の立入検査の
際には、雇入れ、解雇に
関する書類（雇用条件書
等）・労働保険・雇用保険
等の書類も検査する可能
性がありますので、整備・
保管して置きましょう。


